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平成29年９月定例会 経済委員会（付託）

平成29年９月26日（火）

〔委員会の概要 農林水産部関係〕

岩佐委員長

休憩前に引き続き，委員会を開きます。（10時36分）

これより，農林水産部関係の審査を行います。

農林水産部関係の付託議案については，さきの委員会において，説明を聴取したところ

でありますが，この際，理事者側から報告事項があれば，これを受けることにいたします。

【報告事項】

○ 台風18号に係る農林水産業被害状況等について（資料①）

○ 外部団体への基金等の設置状況について（資料②）

○ 平成29年度指定管理者の公募状況について（資料③）

小笠農林水産部長

この際，３点，御報告させていただきます。

まず，１点目は，台風18号に係る農林水産業被害状況等についてでございます。

お手元にお配りしております，資料１を御覧ください。

９月17日に，県内全域を暴風域に巻き込んだ台風18号による，９月25日現在の被害額は，

総額で約8,000万円となっております。

その内訳といたしまして，まず，農業被害につきましては，農地・農業用施設で農業用

ハウスの被覆資材破損や農地けいはん，農道，水路の崩壊など，55か所，約4,000万円，

農作物でなすの果実のスレ，ブロッコリーの葉や茎の折れなど約3,100万円，合計といた

しまして約7,100万円の被害となっております。

また，林業・水産業被害につきましては，林地の山腹崩壊が１か所，林道の路肩擁壁の

損壊が１か所，水産関係の桟橋，施設の損壊が３か所で，合わせて５か所約900万円の被

害となっております。

県といたしましては農業共済組合に対し，迅速な損害評価の実施や，共済金の早期支払

を要請するとともに，農地や農道，林地の被害については，国の災害復旧事業や県単独事

業を活用し，速やかに復旧作業に着手できるよう準備を進めてまいります。

今後とも，関係機関と連携を図りながら，引き続き，詳細な被害状況の調査に努めると

ともに，早期の農林水産業再開に向けしっかりと取り組んでまいります。

次に，２点目は，外部団体への基金等の設置状況についてでございます。

資料２を御覧ください。

県が外部団体に設置している基金及び基金に類するもので，平成28年度末時点で残高が

あるものについて，取りまとめを行っております。

このうち，農林水産部において所管する基金等につきましては，５ページから７ページ

にかけて，表の一番左側の番号15番から20番までの計６基金でございます。

５ページを御覧ください。
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はじめに，15番，徳島県農協経営総合基金についてでございます。

当基金は，県下のＪＡグループが中心となり，農協の経営安定，信用力の向上を図り，

もって組合員の経済的・社会的地位の向上に寄与することを目的に，徳島県農協経営総合

基金規程に基づき，徳島県農業協同組合中央会に設置しております。

県では，毎年度，この基金を管理する中央会に３億円の貸付けを行っており，この貸付

金から生じる運用益は，合併組合に対する支援や人材育成に活用されております。

続きまして，６ページ，16番，指定野菜価格安定対策事業から，７ページ，20番，養豚

経営安定対策事業につきましては，法律若しくは国の制度設計等に基づき，全国一律の制

度として運用されているものでございます。

６ページを御覧ください。

16番，指定野菜価格安定対策事業についてでございます。

当事業は，ダイコン，ニンジンなどの指定野菜に分類される野菜の価格低下による生産

者への影響を緩和し消費者への安定供給を図るため，これらの価格が著しく低下した場合

に生産者に補塡金を交付するもので，野菜生産出荷安定法に基づき，毎年度，独立行政法

人農畜産業振興機構に対し県負担分として，定められた金額を補助金として交付しており

ます。

次に，17番，特定野菜等供給産地育成価格差補給事業についてでございます。

当事業は，えだまめ，ブロッコリーなどの特定野菜に分類される野菜を対象に，先ほど

御説明いたしました，16番の指定野菜価格安定対策事業とほぼ同様の仕組みで運用されて

おり，毎年度，公益社団法人徳島県園芸振興資金協会に対し，県負担分として定められた

金額を補助金として交付しております。

次に，18番，肉用子牛生産者補給金制度についてでございます。

当制度は，肉用子牛の価格が低落し保証基準価格を下回った場合に，生産者に対し，補

給金を交付するもので，肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき，毎年度，公益社団法人

徳島県畜産協会に対し県負担分として，定められた金額を補助金として交付しております。

７ページを御覧ください。

19番，肉用牛肥育経営安定特別対策事業についてでございます。

当事業は，肉用牛経営の収益性が悪化した場合に，粗収益と生産費との差額の８割を補

塡するもので，毎年度，公益社団法人徳島県畜産協会に対し，県負担分として，定められ

た金額を補助金として交付しております。

最後に，20番，養豚経営安定対策事業についてでございます。

当事業は，養豚経営者を対象に，先ほど御説明いたしました19番の肉用牛肥育経営安定

特別対策事業とほぼ同様の仕組みで運用されており，毎年度，独立行政法人農畜産業振興

機構に対し県負担分として，定められた金額を補助金として交付しております。

農林水産部所管の基金等につきましては，以上でございます。

続きまして，３点目は，平成29年度指定管理者の公募状況についてでございます。

お手元にお配りしております，資料３を御覧ください。

農林水産部におきましては，腕山放牧場，神山森林公園，高丸山千年の森の３施設につ

きまして，７月19日から県のホームページにおける募集概要の公表や募集要項等の配布を

行うとともに，８月８日から18日の期間において，施設ごとに現地説明会を開催してまい
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りました。

去る９月19日をもって，申請の受付を終了し，応募等の状況といたしましては，各施設

それぞれ１団体から申請を受け付けております。

今後，提出された事業計画書等の申請書類に基づき，指定管理候補者選定委員会におい

て審査を頂いた上，施設ごとに指定管理候補者を選定し，12月議会にお諮りしたいと考え

ております。

報告事項は，以上でございます。

御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

岩佐委員長

以上で，報告は終わりました。

これより質疑に入ります。

それでは質疑をどうぞ。

岩丸委員

部長から，外部団体への基金等の設置状況についてということで御説明を頂きました。

ちょっとなかなか分かりづらいというところでございますので，この内容についてもう少

し詳しくお伺いしたいと思います。

この農林水産部関係では，15番の徳島県農協経営総合基金から20番までの６基金がある

ということでございますが，こうした外部に設けられた基金については，代表質問でも，

今回県としては，その必要性はもとより使い方が不透明でないということをしっかりと説

明する必要があるということで，今日は御説明を頂いたということでございますが，まず

は，15番目の徳島県農業協同組合中央会に設置されている徳島県農協経営総合基金につい

てお伺いします。

まず，この基金を管理する徳島県農業協同組合中央会に対して，県から毎年３億円を貸

し付けているというような説明がございましたが，この貸付金の開始の時期とか資金の流

れ，また貸付利率みたいなことについて御説明いただいたらと思います。

佐々木農林水産政策課長

ただいま基金についての御質問を頂きました。当基金につきましては，昭和56年度に要

請されまして，県も昭和56年度から平成元年度にかけまして5,000万円を出資するととも

に，昭和61年度から平成６年度までは２億円。平成７年度からは３億円を無利子で貸付け

しております。なお，この貸付金につきましては，毎年度当初に貸付けを行い，年度末に

一括返済を受けているところでございます。

岩丸委員

毎年度無利子の貸付けを行っているというようなことでありますが，この横にあります

平成28年度末の基金等の残高というところでは，42億6,600万円余りということになって

おりますが，この基金と県からの貸付金の運用益っていうのは，それぞれ，どれぐらいの

金額になってますか。
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佐々木農林水産政策課長

この基金につきましては，県が5,000万円，ＪＡグループが41億5,000万円をそれぞれ出

資しておりまして，出資金の合計は42億円ということになってございます。

先ほど委員のほうからお話がありましたが，平成28年度末の基金残高につきましては，

これまでの運用益の執行残額を加えました42億6,595万4,000円となっておるところでござ

います。

この基金等，県からの貸付金３億円は，いずれも県信用農業協同組合連合会の預金で，

平成28年度の利回りは0.36％ということで運用しておりまして，運用益は基金本体が

1,507万5,813円，県からの貸付金の分３億円に相当する分が107万6,844円で，合計として

は1,615万2,667円となっておるところでございます。

岩丸委員

ぱっと言われたんで，ちょっと控えづらい話なんですが，いずれにしてもこのＪＡグル

ープでは，この運用益というのを具体的にどんな事業に充てているのかっていうことを教

えていただけたらと思います。

佐々木農林水産政策課長

当基金の主な目的としましては，大きく２点ございまして，１点目が組合合併を行う場

合の助成，２点目としましては，合併を見据えた組合経営の高度化を担う幹部であります

とか専門人材の育成に対する助成ということで，運用益を活用しまして主に二つの事業を

実施しておるところでございます。

まず，組合合併の助成としましては，合併費に組合間の財務格差があればそれを是正す

るために，組合の引継ぎ欠損金の補塡などを行っているところでございます。

平成24年度から平成26年度まではＪＡ鳴門市，平成27年度はＪＡ大津松茂に対して助成

したところでございます。

次に，人材育成に関する助成としましては，組合員に営農指導などを行う営農指導員や，

販売事業等に関わる職員を対象としまして，産地振興計画が立てられる企画力を身につけ

るため，座学でありますとか，現場での営農指導方法等の練習会の開催，東京近郊での現

場派遣型の研修，また，毒物・劇物取扱者の資格取得に向けた研修などに対する支援を

行っておるところでございます。

岩丸委員

今，運用益について具体的な御説明を頂いたんですが，いわゆる合併に向けての財務格

差の解消などにも活用ということで，特に昨年は営農指導員等の育成にも充てられたとお

聞きしたところであります。間もなく県域統合ＪＡの発足に向けて研究会を立ち上げたり

ということで，いろいろ教育が行われているようですが，いざ，合併が実現ということに

なってきたら，その財務調整とか収縮化，施設の統廃合ということでいろいろと資金が必

要なんだろうと，また，それに向けた人材育成というようなことも，非常に重要なポイン

トでないかなということで，確かにそういった事業の必要性というのは，感じられたとこ
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ろでございます。

それでは次に，この運用益の具体的な使い道については，誰がどのように決めておられ

るのか御説明いただけたらと思います。

佐々木農林水産政策課長

基金の管理運営を行っておりますＪＡの中央会におきましては，事業の円滑な運営を図

るため，基金運営委員会要領を定めまして，各地区の農業運営協議会及び各連合会の代表

者14名と県からの２名，計16名で構成します基金運営委員会を設置しておりまして，基金

の管理運営はもとより，運用益の具体的な使途を定める事業計画でありますとか，事業の

実績の審議，承認を行っておるところでございます。

基本的にはＪＡグループ関係者が多数占める運営委員会におきまして，自らが実施する

事業等について決定しているところでございます。当委員会には県職員２名が参加し，事

業が適切に執行されているかどうか等のチェックを行っておるところで，適正な運営体制

が確保されておるものと考えておるところでございます。

岩丸委員

この使途については，ＪＡグループが中心ということでありますが，県からも２名職員

が配置されておるというように報告がなされました。事業執行の透明性についても，しっ

かりと確認されているというふうに思いますが，いずれにしても県として唯一のこの財政

的な合併支援策であるということでもございますし，是非今後ともしっかりとチェックし

ていっていただき，ほかの県民の皆さんから疑念を抱かれることのないように，引き続き

しっかりとお願いしたいと思います。

それから，16番から20番の五つの基金についてですが，これはいずれも法令に基づいて

の全国一律の制度として運用されているということでございましたので，野菜関係が16番，

17番，畜産関係が，18番，19番，20番というふうに分かれているようになっておるんです

けれども，まずこれらの基金について，県の負担額は国の制度設計どおりに支出されてい

るのでしょうか。

新居農林水産部次長

まず，野菜の指定野菜価格安定対策事業と特定野菜等供給産地育成価格差補給事業，こ

の二つについては，国の制度設計どおりに支出しておりまして，県独自の上乗せ制度はご

ざいません。

粟田畜産振興課長

18番から20番までの畜産関係の事業でございますが，まず，肉用子牛生産者補給金制度

につきましては，肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき，また，肉用牛肥育経営安定特

別対策事業，養豚経営安定対策事業につきましては，国の要項と国の制度設計に基づいて

決められており，また，それに基づいて支出をしているところでございます。

岩丸委員
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国の制度設計どおりというようなことでございますが，県以外にどんな機関が，また，

どんな割合で資金を負担しているというようなことを御説明いただいたらと思いますが。

新居農林水産部次長

野菜の２事業の資金につきましては，国，県，生産者が負担をしておりまして，負担割

合につきましては，指定野菜の事業については，国が60％，県が20％，生産者が20％でご

ざいます。特定野菜事業につきましては，国，県，生産者それぞれ３分の１ずつの負担割

合でございます。

粟田畜産振興課長

畜産関係事業の負担割合について御説明させていただきます。肉用子牛生産者補給金制

度につきましては，国が２分の１，生産者が４分の１，県が４分の１の負担割合で基金造

成をいたしております。また，肉用牛肥育経営安定特別対策事業につきましては，国が４

分の３，生産者が４分の１の負担割合となっております。ただ，この生産者負担につきま

して，経営安定や生産者の負担軽減の観点で，県から生産者の負担分の10分の１，全体か

らみまして2.5％以内の額につきまして助成をして基金を造成している状況でございます。

また，養豚経営安定対策事業につきましては，国２分の１，生産者２分の１の負担割合と

なっておりますが，生産者負担に対しまして，同じく負担軽減の観点から，県から生産者

負担分の４分の１。つまり全体から申しますと12.5％以内の額で基金を造成する状況でご

ざいます。

岩丸委員

よく分かりました。生産者等も応分の負担をされておるというようなことで，国の制度

設計に基づいて県費は生産者の負担軽減のために実施されているということなんですが，

徳島県では，どの程度の生産者の方々がこうした制度を利用されているんでしょうか。

新居農林水産部次長

野菜２事業でございます。実は補塡金は，全農とかＪＡを経由いたしまして支払われて

おります。ですので，何軒の農家にいったかというのは私どもは把握していないんですけ

れども，県内の野菜出荷量の約50％が本事業の対象ということで，かなりの方に使ってい

ただいているというふうに考えております。

粟田畜産振興課長

畜産関係の事業について御説明申し上げます。肉用子牛生産者補給金制度につきまして，

県内の86戸の農家が加入をいたしております。また，肉用牛肥育経営安定特別対策事業に

つきましては，100戸の農家の方々が加入されております。養豚経営安定対策事業につき

ましては，県内全体では25戸の養豚農家がございますが，そのうちの18戸の農家の方々が

加入されている状況でございます。

岩丸委員
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この平成28年度に生産者の方々が受け取った補塡金の額っていうのは，どの程度だった

んでしょうか。

新居農林水産部次長

まず指定野菜事業については１億6,918万円でございます。主な品目としては，春夏ニ

ンジンでありますとか，夏秋ナス，冬レタスといったところでございます。

特定野菜事業につきましては1,506万円でございまして，主なものといたしましては，

トマト，ミニトマトでございます。

粟田畜産振興課長

肉用子牛生産者補給金制度及び養豚経営安定対策事業につきましては，現在子牛及び豚

の取引価格が高いことがございまして，平成28年度は補給金，補塡金の交付はございませ

んでした。肉用牛経営安定特別対策事業につきましては，平成28年度は，延べ200戸の農

家に9,384万3,000円の補塡実績がございました。

岩丸委員

多くの生産者の方が，経営安定を図るために，この制度を利用されているということで，

この事業も必要なということがよく分かったわけなんですけれども，最初の収益が悪化し

たとか，子牛の価格が低迷したとか，野菜の価格低下によるような場合に，県からの基金

の補助金が交付されるということなんでしょうけれども，もし，価格等々が下がらなかっ

たような場合の交付はどういうふうになるんでしょうか。

新居農林水産部次長

この県の補助金額の算定方式でございますけれども，前年度の補塡金交付金額のうち県

負担分と本年度の申込数量の増減の有無によって決定するわけでございます。ですので，

これまでなかったんですが，仮に前年度の補塡金の交付額がゼロ円で，今年度の申込数量

がゼロだった場合は交付はしないということになっております。

粟田畜産振興課長

畜産関係について御説明申し上げます。畜産関係の三つの事業の生産者に対しましての

補給金，補塡金の給付につきましては，原則，四半期ごとに全国の平均生産コストと平均

粗収益を計算いたします。それに基づき差額が発生している場合に当該時期の畜種につき

まして，補塡金，補給金を交付するというふうな積算になっております。

岩丸委員

今，御説明いただいたわけでありますが，ちょっとすぐに深く理解というところまでよ

うしないところがあるんですけれども，いずれにしても，生産者の方々の経営安定という

ために，更なる制度の周知に努めていただきながら，しっかりとこういった外部に設けら

れた，議会のチェックの及ばないような基金については，今後とも必要性や妥当性，また

使い方の指定方法が不透明でないかどうか等々，責任を持って県のほうでチェックをして



- 8 -

平成29年９月26日（火） 経済委員会（付託）農林水産部

いただきたいです。全体的に見ましたら，この特に野菜とか畜産につきましては，国の法

律とか，国の制度設計に基づくというようなこともあって，事業実施の透明性等も，問題

ないのかなあというふうにも思えますが，今後ともしっかりとチェックしていただいて透

明性の確保をよろしくお願いしたいと思います。

高井委員

私は長池委員にならって，質問を２項目させていただこうと思っとりまして，地籍調査

の件と，あとターンテーブルについてです。

ただその前に，今，話のあった基金の件で，ちょっと確認したいこととお聞きしたいこ

とがあります。例えば，生産者に補塡金が支払われます。その支払われた生産者側が，例

えば何か問題を起こした場合とか，脱税だったり倒産であったりした場合に対して，ペナ

ルティであったり，何か戻してもらうんであったりする仕組みってあるんでしょうか。分

かる範囲で教えていただきたいと思います。

新居農林水産部次長

まずは，野菜のほうでございますけれども，支給するその過程においての不正がなけれ

ば，原則ないというふうに理解しております。

粟田畜産振興課長

畜産関係の事業でございますが，詳細の部分はちょっと今手元にございませんので，今

時点でお答えできないところもございますが，大まかな話といたしまして，もし，生産者

の方に何らかの，今おっしゃられましたような問題が発覚したような場合，国の要綱上に

おきましては補給金を停止する措置というのがございますので，そのあたりは生産者のそ

ういった状況に鑑みまして慎重にそして冷静に，そして補給金が交付できるのかどうかを

判断いたしまして適正に対応したいと考えておるところでございます。

高井委員

先ほど新居次長からお話があったように，支給の過程で何かあった場合は分かった段階

で停止するとか，もし渡していれば返還しなさいということになるのですね。分かりまし

た。ただ，よく調べていただきたいと思うんですけど，恐らくそれぞれの団体がしっかり

精査して，またもらった相手先にも，瑕疵があるかどうかもそれぞれの基金の主体である

造成法人等がきちんとやっているんだろうというふうに思います。ただ万が一，もらった

相手先に後から何か詐欺に関与してたとか，大きな脱税があったとか，そういう場合には，

恐らく基金ごとにルールが違うかもしれませんが，何らかのルールはある基金もあるので

はないかと思いますし，そういうルールはまだ考えてなかったっていう基金もあるかもし

れません。まず，いろいろと精査してまた教えていただきたいと思います。基金の件はこ

こで終わります。

地籍調査の件でちょっとお聞きしたいと思っております。実は昨今，所有者不明の土地，

農地，林なども増えているということが大きなニュースになっております。その所有者不

明の土地の背景には相続の未登記であったりすることが背景にあるというふうに言われて
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ますが，その状態が続き，多くなればなるほど今度は道路のいろいろ改修であったり，土

地取得，農地取得の交渉であったり，いろんな災害復旧の段階でも，その相続登記の土地

の権利移転とかで大変手間が掛かって，なかなかうまく進まないということが大きな問題

になってきているというふうに言われてます。いろいろ県のほうも農林水産部なんで農地

と，林地，山地が主になってくると思いますが，山間部中心に相続未了の土地が増加して

いて，古い年代の土地は特に情報が不完全であって，なかなか掌握できない場合に，林地

や農地の集積であってもなかなか進まないということもあると思いますので，地籍調査に，

市町村が主体ですけれども，県も協力して取り組んでいただいてると思います。今のとこ

ろの進捗状況を教えていただければと思います。

國安農山漁村振興課長

今，高井委員のほうから，地籍調査の進捗状況についての御質問を頂きました。先ほど

委員からもお話がありましたように，地籍調査は，一筆ごとの土地の所有者，地番，地目

を調査しまして，境界の位置や面積を測量する調査でございます。各公共事業の計画の策

定とか，用地買収の円滑化及び災害復旧の効率化など，土地に関するあらゆる施策の基本

資料となる，極めて重要な事業と考えているところでございます。

本県の地籍調査につきましては，昭和28年に阿南市で着手をしたのを皮切りに，平成25

年度に美波町が着手したことから，現在，県内24市町村で着手しておりまして，着手率は

100％となっております。県では地籍調査事業を促進するため，南海トラフ巨大地震をは

じめとしました大規模災害に備えまして，津波浸水被害関連，それと，中央構造線直下地

震関連，更に山地災害関連の三つの地区を，防災減災対策関連エリアとして，現在重点的

に推進しているところでございます。また，地籍調査の推進のために，平成20年度から約

３億2,000万円ありました予算を，平成21年度からは約２倍に当たります６億4,400万円に，

更に平成26年度からは３倍強となります10億円を確保しまして，現在事業を進めていると

ころでございます。現在の徳島県の進捗率につきましては，35.8％となっているところで

ございます。

高井委員

予算を聞いても分かるとおり，随分と努力をしていただいていると思いますし，危機感

を持ってできるだけ早く地籍調査を進めようということなんだろうと思います。基本的に

は市町村別に大体地籍調査の進捗率って出てるんですよね。県全体として今おっしゃった

総合して35％。半分行ってないという状況ですので，これからも是非，市町村と協力をし

ながら進めていただきたいと思います。時間がたてばたつほど，その地方から出ていって

都市部に住んでる方のことを探して調査をしたり，そこにいた古くからの土地の状況を

知っている方々が高齢化してきて，聞けなくなったりする状況が，どんどん山間部では進

んでいく可能性は高いと思いますので，できるだけ早いうちに積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。というのも，林業に県も力を入れていただいてまして，私ども三好市

も非常に一緒に頑張っているところなんですが，この林業の土地で，所有者が分からない

場合ってなかなか進まないことがあるのとともに，やっぱり公的管理に移してほしいとか，

誰かに受託管理をしてほしいという場合にも，なかなか，こうした土地の所有者がしっか
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り分かっていて，できるという状態を早く作っていかなければならないと思いますので，

特に山間部，非常に難しいと思いますが，引き続き予算もしっかり取り組んでいっていた

だきたいと思います。

それとともに林業の問題で，やっぱり急傾斜地とか，条件不利地っていうのはなかなか

その森林の伐採や間伐も進めにくいというふうに思います。主伐をしっかりして，輸出で

あったり木を売り出そうという状況の中で，恐らく道から近かったり，路網が整備されて

いるところは，伐採しやすくて搬出もしやすいので，随分やりやすいんだろうと思います

が，急傾斜であったり，林道から大分離れているという土地の伐採には非常に労力が掛か

るし，手間も掛かるということですので，なかなか進みにくい状況があるんでないかと思

います。そういうところに，愛媛県などでは，傾斜的に補助をするシステムなどを取って

おりますので，こうしたことも検討していく必要があるのではないかと思いますが，この

点いかがでしょうか。

伊賀上新次元プロジェクト推進室長

委員お話しのとおり，愛媛県では平成29年度の新規事業といたしまして，急傾斜や林道

から遠く離れている，条件が不利な森林で行う主伐に対しまして，伐採後の植栽を条件に，

木材生産の一部を助成する事業を創設したと聞いております。

本県におきましては，平成27年度から10年後の県産材生産量を現状の２倍となる60万立

方メートルにまで引き上げる戦略目標を掲げました，新次元林業プロジェクトを推進して

おりまして，主伐を進める対策を強化しております。主伐対策におきましては，平成27年

度の新次元林業プロジェクトの開始に合わせまして，主に急傾斜や奥地などの条件不利な

森林で使用されます架線集材装置の架設費用や，作業道の整備費用などの一部を支援する

事業を実施しているところでございます。今後もこの事業を活用いたしまして，主伐を推

進いたしまして，プロジェクトの目標達成に向けて県産材の増産に取り組んでまいりたい

と考えているところでございます。

高井委員

林業の事業体の方々や森林組合等も，非常に低コスト化に向けて，一生懸命頑張って

らっしゃるし，いろいろと努力をしていただいていると思いますので，杉本委員が，目の

前におられますが，本当に頑張っておられると思います。徳島県内，いい木がたくさんあ

るわけですから，そうした形で，条件の悪い地域もしっかり間伐をできるように，いろい

ろな形の支援を，特に財政面での支援をしていただいて，地域資源の有効利用につなげて

いくということに引き続き頑張って取り組んでいただきたいと思います。

それに加えて，代表質問でも申し上げましたけど，切ったらその次に植えるというサイ

クルが非常に大事だと思います。はげ山になってしまったらいけませんし，一本植えてか

らまた次育てるまで時間がかかるので，やっぱり条件の悪い土地に対しても，特に広葉樹

などを植えるようなことに対しても，できたら財政面での支援とかやっぱり進めていけば，

全体的に大きな山を利用するサイクルができてくると思いますので，そうしたことも併せ

て検討お願いしたいというふうに思います。

次にターンテーブルの件に移りたいと思います。いよいよ，６月議会でもお話が出てお



- 11 -

平成29年９月26日（火） 経済委員会（付託）農林水産部

りましたがターンテーブルの整備事業について，12月しゅん工で来年１月のオープンに向

けて準備態勢が整ってきているというお話がございました。ちょっとおさらい的に教えて

いただきたいんですが，私は議員になってから２年半ぐらいですので，もともとターンテ

ーブルを作ろうという検討を開始したのはいつ頃からで，事業内容が明らかにされたのは

いつであるのか。今までかけてきた予算などについて，細かに説明をしていただければ有

り難いと思います。

新居農林水産部次長

高井委員からターンテーブルの経緯についての御質問を頂きました。まず設立するため

の経緯でございますけれども，平成26年度に前のとくしまブランド戦略の中で，例えば若

手の業者であるとか，市場関係者，消費者，そういった方々から，いろんな意見を聞き取

り調査しております。また，ブランド戦略会議や若者クリエイト部会等からも県の様々な

意見を頂いたところでございます。その中で特に，県産品や生産者のライフスタイルが

かっこいいものだということで，アピールしてはどうかということが一つありました。

もう一つは首都圏では県産品だけでなく，徳島県自体の認知度が低いので，そこの発信

力の強化が必要でないかといった声がありました。平成27年時点のとくしまブランド戦略

でございますけれども，この中で，首都圏での拠点として，vs東京とくしまブランドギャ

ラリーというものの開設を盛り込んだわけでございます。

それで，その中身をどういうものにしていくかという過程でございますけれども，庁内

にタスクフォースを設けまして，各課からどういったものを作ったらいいのかという意見

を聴取しながら，一方で事前調査事業を行いまして，どこに設置したらいいのか，どうい

う運営形態にしたらいいのか，それから採算性はどういうふうにしたらいいのか，事業調

査も実施したところでございまして，そういったところを受け，平成28年３月に基本構想

を定めました。そして平成28年度当初予算に予算を頂きまして，建設をスタートしたとこ

ろでございます。

これまでの予算の執行状況でございますけれども，まず施設の改修費が全体で２億

3,250万円でございまして，物件探索費とかその他，関係法令の対応準備とかも全部含ん

でおりますけれども，まず平成28年度に2,800万円の支出をいたしました。これは主に設

計，物件探索費といったところでございます。今年度当初予算で頂いておりますのが２億

450万円でございまして，これは正に施設を改修する費用でございます。

高井委員

御説明いただいたとおり，かなり県にとっては大きなプロジェクトで，期待のプロジェ

クトでもあろうかと思います。経緯は理解できましたが，もう一つ教えていただきたいと

思いますが，予定どおり今進んでいるということで，平成28年６月に委託契約も締結され

たということで，３月には賃貸借契約も完了しているということですよね。で，平成29年

７月の許認可を申請を受けて着工して完了ということで，今度，記念イベントもするとい

う流れの中で，こうした予算が着実に執行されているんだろうと思いますが，この見通し

の議論の中に採算性のこともおっしゃっておりました。それで，このビジネスモデルとし

て，運営委託を業者さんにオープンした後は任せるということでございますので，次の段
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階ではしゅん工したら転貸借契約を締結するということになりますが，その採算性もどう

いう形にするのかという議論も，その当初の議論の中でほぼ固まって，先般おっしゃって

いた，家賃として大家さんに5,000万円払って，ＤＩＹ工務店から県に2,000万円支払う，

要するに年間3,000万円ずつ県の支出としてかかっていくような形になるということでご

ざいますが，そうしたことも含めて，どこら辺の段階で議論が進んでいたのか。

いろいろ詳細は，12月以降の転貸借契約を締結するということの中できっちり決めてい

くことになるんだろうと思いますが，オープンにされている情報として，ここまで申し上

げたようなことが決まっているわけですが，そうしたこともどこら辺の段階から議論が進

んで，こうしたビジネスモデルで行こうという決定は，いつ頃なされたのか教えていただ

けたらと思いますが。

新居農林水産部次長

現在のスキームの決定がいつされたのかということでございます。

まず家賃5,000万円までが適切だろうと決定したのが，平成27年度の基本構想の中でご

ざいます。改修した施設を業者に貸し付けて，家賃をもらいながら運営してもらうという

のも，この時期でございます。2,000万円の家賃を頂くというのを決定したのは，平成28

年度にこの事業に着手したときにコンペをやりまして，複数の事業者が手を挙げていただ

いたわけなんですが，その中の提案として家賃は幾ら払っていただけますかということも

提案していただいたわけでございます。それで，今回ＤＩＹ工務店のコンソーシアムが

通ったわけでございますけれども，その業者からは2,000万円の家賃を払いますという提

案があったわけでございまして，その提案を採用した時点でその2,000万円っていうこと

でございます。

それで，大変申し訳ないんですが，私，予算のときに，家賃のことを言い忘れまして，

大変申し訳ございません。平成28年度にまず敷金として，5,000万円の支出がございまし

て，今年度に入りまして家賃として，4,915万8,800円，年間，大体5,000万円の家賃を

払っていくということでございます。

高井委員

このターンテーブルを使って，基本構想で考えたとおりの効果が発揮できるように向か

えばいいなと私も思います。オリンピックまでは間違いなく需要は非常に高いだろうと思

いますし，世界中から人が集まってくるのは間違いないだろうと思います。それ以後も県

として運営をしっかりしていくというか，長い目でみて徳島県の農産物のブランドを全国

に売り出していく，世界に売り出していく拠点として，ここを設けるんであろうと思いま

すし，徳島県自体をブランドとして売り出すための拠点として，ここを使っていくんだろ

うと思いますが，このビジネスモデルが成功していくのかどうか非常に心配をしておりま

す。

つまり，たくさん売れても売れなくても，この運営業者さんが赤字になっても責任を持

つんであろうと思いますし，逆にもうかったらもうかったで，運営業者さんのもうけにな

るんだろうと思います。県はあくまでも，今話があったように差引き3,000万円を毎年家

賃として払っていくということになるんですが，長い目で見てこれを続けて発信していけ
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るように戦略を立てていかなければならないので，この12月の転貸借契約の中身っていう

のが非常に大事になってくるだろうと思います。

当然，相手方があることで，今この段階で細やかに明らかにはできないとは思うんです

が，今の答えられる範囲で結構でございますので，ある程度目指すところ，こうした方向

でお願いしていこうという中身が言えれば教えてください。つまり県産品をたくさん使っ

てもらうというのが主眼にあるわけですが，例えば，何％は県産品を使ってくれとか，運

営業者側の様々な採算性などいろんな思いもあるでしょうし，なかなか契約の段階でどこ

まで交渉できるのか分からないですけれども，県産品の使用であったり，先々にその契約

が，５年契約ということでありますから，５年たったときの，様々な見直しとかに対して

何かの制限を設けたりするのか，今のところで言える範囲でお答えいただければと思いま

す。

新居農林水産部次長

御指摘のとおり貸付けという形でございますので，管理委託とかも指定管理と違った形

態だということで，逆に貸付け条件の中で，どれだけ縛りを入れていけるか，縛りと申し

ますか，どれだけ徳島県のためになっていくことをお互いに約束できるかというところで

ございます。これまで岡田委員からもそういうお話を頂きましたけれども，高井委員おっ

しゃるとおり交渉しているところでございます。私ども今考えておるのは，数字的な縛

りっていうのはある程度は設けようとは思っております。ただ，例えば県産品を何％以上

使ってくださいとかいう話になりますと，これは季節ものもございますし，なかなか難し

いところでございます。私どもは，この施設で幾ら売るというよりは，この施設を使って，

例えばなると金時がもっと首都圏でブランド化していくのか，春ニンジンをブランド化し

ていけるのか，そういうところに主眼を置いているわけでございまして，どういうテーマ

性を持って，それをアピールしてもらえるのか，契約先とどういうふうに訴えるかという

ところを，今詰めておるところでございます。

それで，当然収支のほうも黒字が出るかもしれない，赤字になるかもしれないといった

ところでございますけれども，黒字については何らかの還元をしてもらえないかという話

はしておるんですが，なかなか難しいことがございます。だから，そういうのも含めて，

恐らく11月議会では，概略についてはお話しできるのかと考えておるところでございます。

高井委員

しっかりやっていただきたいと思います。今オリンピック市場を狙って，もう全国どこ

の都道府県も恐らく東京へ，自分の地元のものを売り出そうとしのぎを削って戦いを業者

さん含め展開しているんだろうと思いますので，勝ち残っていくというのは，厳しいと思

います。グローバルな企業同士の戦いの中で，徳島県のために，採算が取れるように，こ

の拠点を使って頑張っていただける企業のほうにもしっかりと協力をしながら，いいもの

を提供していくというためにも，後押しも必要だろうと思います。県議会としても，私ど

もとしても，予算をしっかり承認をしたわけですので，共に責任が生じてきているという

ふうに思いますので，応援するべく頑張っていきたいと思いますが，非常にこの先のこと

を考えると心配な要素もありますので，そこら辺はビジネス感覚をお持ちの方と，しっか
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り計画を立てながら，条件設定についても細やかに可能な範囲で，徳島県にメリットがあ

るように進めていっていただきたいと思います。何せ３億円近い予算を費やして，ここま

でやってきた事業でありますので，どうぞまた11月議会での報告を待ってはおりますが，

様々な形での宣伝なども，これからいよいよオープンした暁には取り組んでいかなければ

ならないと思いますので，できるだけ最小限の予算で，最大の効果を発することができる

ように，引き続き応援していきたいと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。

岡田委員

今議会で同じ会派の中山議員がおっしゃってました，水産業の法人化という話なんです

けれども，粛々と進められていくんかとは思うんですけども，まず，法人化することにつ

いての県の普及といいますか，ＪＦさんをはじめいろんなところで取組をされていると思

うんですけれども，現状としてどれくらい法人化ということに関心があるのかということ

と，どれくらい進んでいるのかということの現状を教えていただけますか。

吉田水産振興課長

岡田委員から漁業法人について御質問を頂きました。まず県内の漁業法人の数でござい

ますけれども，直近のセンサスによりますと36経営体ございます。参考に，その主な漁業

種類を見ますとブリ類の養殖が10経営体，クルマエビの養殖が１経営体，それから小型底

びきが４経営体，船びき網が７経営体，それから採貝採藻が４経営体，近海まぐろはえな

わが４経営体，その他はえなわが５経営体，大型定置網が１経営体の全部で36経営体がご

ざいます。

もう一つ御質問いただきました，漁業の法人化につきましてなぜ推進するのかという県

のスタンスでございますけれども，そこにつきましては燃料，漁具等のコストの問題や魚

価の低迷など，漁業の環境が厳しい中で，零細な漁家ではなかなか操業に必要な設備の更

新もままならなくなってきているような状況がございまして，持続的な漁業経営のために

は経営の合理化と体質強化が急務になっている現状がございます。やはり個人経営体から

法人化することによって税制面でのメリットでございますとか，経営の安定性が期待され

るということもございます。また協業化による法人化の場合におきましては設備投資であ

りますとか，雇用の面でのメリットが大きいと考えておりますので，そこを進めていきた

いということと，あとは漁業法人の設立によって今取り組んでおります新規就業者の受皿

にという期待もございますので，是非進めていきたいと考えております。

岡田委員

ありがとうございます。今お話ししていただいたように，多分一番高齢化が進んでいる

のが漁業の従事者であって，そしてまた特色としては個人一人一人が自分の船を持ってさ

れている方がほとんどかと思います。今お話しいただいた経営体が36経営体あるというこ

とですけれども，ここの養殖であればある程度大規模化されて，ある程度の安定と労働力

の確保ができるような経営体としてされているという話なので，今までの従来の漁師の形

態と全然違う形態の運営の仕方があるということについて，例えば説明会とか実際にそん

なんあるんえと聞きに行ったら誰が説明してくれるとか，そういうふうな実際に希望する
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漁師さんたち，また漁師さん個人の組んだ方たちの説明というか紹介。こういうことがあ

るからこういう法人化というのも経費もちゃんと出せるし，会社なので個人それぞれ所得

の割り振りというのもちゃんとあるから，自分たちの出来高で自分たちのもうけになると

いうのではなくて，ちゃんと生活の目途が立てられますよというようなことにつながって

いって，若い人たちも参入しやすい環境が整うかと思うんですが，そういうふうな説明と

いうか，今お話ししてくださったようなメリット，デメリットについて聞きに行く場所は

どこかにあるんですか。

吉田水産振興課長

漁業の法人化について相談する場所という御質問でしたけれども，今年度事業で漁業法

人化推進事業というのを考えておりまして，愛媛大学の漁業経営の専門家の先生に本県に

来ていただいて，バッチ網とわかめ養殖について現場で漁業者の方からヒアリング等させ

ていただいて，まずは漁業経営モデル，法人経営モデルというのを作ります。そして委員

おっしゃっていただいたような法人化によるメリットを含めまして，漁業者の方にまずは

今の経営状況からしたら法人化したらどれだけのメリットが出てくるのかというところを，

実際に御説明を申し上げる講習会でありますとか，個別相談の機会を設けようと思ってお

ります。まずは経営モデルを作成して，講習会と個別相談をさせていただいて，法人化に

向けた機運の醸成を図りたいと考えているところでございます。

岡田委員

是非モデルを作っていただいて。でも今言うてた，そのわかめの養殖とバッチ網でした

ら，その沿岸漁業の職種としては非常に偏っていると思うんです。今回はモデルをある程

度作るという方向性のようなんですけれども，やっぱりその一つの問題は，それぞれの漁

場で，それぞれの漁法で，それぞれの船で，それぞれの経費をかけて，それぞれの漁師さ

んがやられているというところが，なかなか集団としてまとまりにくい業種であると思い

ます。やっぱりそのあたり，今回のモデルを全部の漁に適用できるかというと，そうでは

ない可能性もありますので，ある程度想定するに当たっては，わかめの養殖がアワビもサ

ザエもいけるのかというたら，ある程度ふくらませながらこの形態でこの養殖っていうの

がいけるのかということも見据えながら，是非法人化に向けて考えていただければなと思

います。

ただ，情報提供がされてないと思います。だから農業法人よりも漁業法人っていうこと

のほうが余り聞き慣れない。漁業組合という形でも取組はされてますけど，個人個人が法

人化して，企業体になっていくということが，県内では，皆さん余り聞き慣れていなかっ

たので，そのあたりの情報提供をしていただいて，そういう取組として後継者の確保がで

きるよ，今ある船が，高齢で廃業するときに取りやめなあかんのかではなく，それじゃ法

人のところに持っていったら幾らかで買い取ってくれて継続してもらえるよというように，

実はそれを私はしてほしいと思うんですね。継承していけるような仕組みづくりというの

も，漁師さんもいろんな機械があったり，いろんな道具があったり，当然船の資産があり

ますので，その分が資産価値として継続できていけるという仕組みも是非考えてもらって，

その上での法人化というのであれば非常に意義があるかなと思うし，若い人の参入，先ほ
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ども言いましたけれども，若い人がお給料もらえるんだったら，行ってもええでというよ

うな話になろうかと思うので，是非，進められることっていうのを前提に取組を慎重に

行ってもらいたいなというのをお願いしたいと思います。

ただ，海なのでその海域を分からない人たちが，今回もアカデミーで何人かが皆さん勉

強されていますけど，海の潮の流れ，そしてまたその特徴，それぞれの部分が分からずし

て，なかなか法人で人を雇うというときの難しさもあろうかと思うので，労働される方へ

の教育という部分も含めて，それも企業体の中でちゃんと仕組みも併せてできるような法

人化という取組を，是非していただきたいなと思うので，いかがでしょうか。

吉田水産振興課長

委員からお話しいただきましたとおり，なかなか漁業法人という言葉自身もまだ県民の

間にも浸透しておりませんし，これからの課題ということもございます。それから，途中

言っていただきましたけれども，辞められる方の中古の船であるとか漁具につきましては，

法人化とは直接関係ございませんけれども，今年度，データベースというか，どこにどう

いうふうな中古の漁具とか漁船があるかというのを，新しくアカデミーで卒業される方に

も情報提供して，新しく入ってこられる方は資本的なところで苦しいところもございます

ので，できるだけコストを下げた形で，今回のアカデミーの研修生は独立自営の志向の方

が非常に多くございますので，そういった方におつなぎできるようなことも考えておりま

す。もちろんおっしゃっていただいたように，法人化することによってその受皿もできて

きますので，そこはまだまだ不十分なところもございますけれども，しっかり頑張ってい

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

岡田委員

是非，徳島の貴重な産業でありますので，見守っていけるように，継承，継続していけ

るように取組をお願いしたいと思います。

それともう一つ，阿波ふうどについてなんですけど，この間から，新鮮なっとくしま号

のディスプレイが全部阿波ふうどに変わってて，藍色がそれこそ徳島県の色という話もあ

りましたけども，阿波ふうどのロゴが立ってのぼりも立っているのをインターネットで見

たんですけども，その阿波ふうどの現在の状況，名前としてはよく出てきますし，いろい

ろな過程があって作られた総合商社っていう話なんですけども，現状はどのような展開を

されているのかっていうことについて教えてください。

新居農林水産部次長

岡田委員から地域商社阿波ふうどについての御質問を頂いたところでございます。

地域商社阿波ふうどにつきましては，平成28年度からスタートしておりまして，御承知

のとおり県，全農とくしま，ＪＡ徳島中央会，徳島県農業開発公社の４者でコンソーシア

ムを組んで地域商社として活動を展開しているところでございまして，この母体というか

ヘッドオフィスとしては，農業開発公社の中に４名の常駐職員を置きまして，統括マネー

ジャーとエリアマネージャー３名でコントロールしていただいているわけでございます。

これまで，どんなことをやってきたかというところでございます。大きく分けて二つご



- 17 -

平成29年９月26日（火） 経済委員会（付託）農林水産部

ざいます。一つは販路開拓，もう一つは生産振興というところでございます。ただ，オー

ル徳島体制でやることについて一番重要視しているのが，マーケットイン型の産地作りと

いうことで，きちっと消費地のニーズを把握して，それに見合った商品を作っていただく

ように生産者の皆さんにお願いしていくということをやっておるわけでございます。実際

の活動内容としては，様々な展示会に出す一方で，新しい販路開拓としては，例えば，首

都圏のデパ地下に常設の販売スペースを設けていただいて，常にそこから物を売っていく

だとか，それから，高級通販に徳島県産品を売るように働き掛けをして，何品か売ってい

ただくようになっているとか。それから，もう一つは，生産者から直接，その首都圏の高

級飲食店に物を届けられる仕組みというのを民間のほうで持っているわけですが，ここと

タイアップして，そういうところに組み込んでいくとか，実はＳＥＮＤという仕組みでご

ざいますけれども，非常に日本でも今注目されている仕組みでございますが，今ここの取

扱量は全国で５位っていうことで，千葉県，茨城県，熊本県とか生産量でいくと徳島県よ

りも圧倒的に多い県の中に入って５位と，かなり好評を頂いているわけでございます。

一方で産地作りといたしましては，例えば端境期になる夏の初めのカボチャが全国でも

不足するわけですが，そういったものを三好地区で新たに産地を作ってみたり，それから，

これも首都圏でございますけれども，大手の漬物メーカーから，ザーサイが欲しいという

話がございまして，ザーサイの産地を上板町に作ったり，こういう産地作りもしておるわ

けでございます。

以上のようなことでございますけれども，昨年度から課題解決プログラムということで，

取組もスタートしておりまして，今年度は，すだち，ほうれん草の２品目について，それ

ぞれの課題を抽出して４者が一体になって，これをどうやって売っていくか，どうやって

生産振興していくかというのも取り組んで一定の成果を上げている状況でございます。

岡田委員

説明ありがとうございます。ということは，最初にマーケットインという話がありまし

たけど，市場の希望に応じて産地で生産をするということで，現状，カボチャだったりザ

ーサイだったりという取組が行われ，新たな産地が出来上がっているという話と，あと通

販でいろいろ徳島県のものがダイレクトにお店のほうに出せた。流通としてレストランの

お店に出ているという話で実際にいろいろな取組としてされているようなんですが，これ

どれぐらい収益が上がったのか。収益はどこが計算するんですか，先ほど言ってた母体と

なるところでされるんですか。

新居農林水産部次長

このコンソーシアムという仕組み上，販売については主に全農さんに持っていただいて

ます。それと，もちろん，全農とかＪＡを通さない個人の売買もございます。私どもでそ

ういったものを含めました全てを把握するというのはなかなか難しいわけでございますが，

その産地ベースの数字目標は設定しておりまして，まず平成28年度の実績といたしまして

は，新たに160ヘクタールの増産を図りまして，これに見合う販売金額として６億5,000万

円上がっております。今年度の目標数値としてはそれにプラス66ヘクタール，販売金額で

言うと５億3,000万円で，一応３か年計画としておりまして，平成30年度で累計栽培面積
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として301ヘクタール増やし，販売金額としては19億6,000万円を達成しよういうことで今，

取り組んでおるところでございます。

岡田委員

その初年度が６億5,000万円で，目標の平成30年度が19億円っていうことは，大体増え

る面積が倍で３倍になるという計算でよろしいんですかね。ということはそれぞれ作る産

品というのはマーケットインで，大体市場の希望で作るとなかなか高く売れなくて，希望

があるから作っているのでこちらの価値を付けて売ったって，向こうは要るって言われた

から買ってますよっていうやり取りだったら，高く売っていくのは非常に難しいのかなと

思うんですけど，その中にあって面積倍で売上げを３倍にしようというところのキーポイ

ントというか，何をキーワードにして３倍の19億円っていう目標をされているのかを教え

てもらえますか。

新居農林水産部次長

この販売戦略に二つ重きを置いているところがございます。一つは徳島県産品と徳島県

そのもののブランディングが一つです。もう一つはやはり大阪市場ですね，私ども徳島県

にとりまして，徳島県の農業経済の屋台骨といえるところですが，少しずつでございます

けれどもやはりシェアが低下しておると，市場の関係者の方からも，もうちょっと，例え

ばほうれん草を送ってほしいとか，ダイコンを送ってほしいとかいうリアルな声があるわ

けでございます。ですので，屋台骨を維持するためにこういった大阪の市場ニーズには

きっちりと答えていく。一方でブランディングに関しては，先ほど説明しましたターンテ

ーブルを中心に首都圏でしっかり徳島県のものをブランディングしていくというところの

２本立てでやっておるわけでございます。

私がさっき申し上げた数字につきましては，年度ごとに品目とかもいろいろ違っており

まして，当然，単位あたりの収益が変わってくるものもございますので，相当な積み上げ

なので，これがこう高くてこうなってますっていうは，なかなか説明しづらいんですけれ

ども，これは各ＪＡでそれぞれ数字を積み上げまして，このエリアで例えばほうれん草を

どれぐらい増やします，すだちをこのエリアでどのぐらい増やします，というものを積み

上げでございますので数字にデコボコがあります。

岡田委員

分かりました。何を言わんとしているかというと徳島県の農水産品のブランド化という

ところで，ブランドってじゃあ何よっていう話であって，先ほど来の話にもありますけど

も，じゃあ徳島県をどうＰＲしていくのか，どう知ってもらうのかっていうところで，い

ろいろ自分のことを考えてみると，例えば食べるものっていうのは，昔，食べたときにお

いしかったからそこ食べに行きたいとか，今，話題になっているから，みんながおいし

いっていうから食べてみたいとかっていうそのきっかけって，すごい簡単なんですけど，

そのきっかけ作りをまずはしてもらうための話題作りっていうので，やっぱりブランドっ

ていうものは一つあるのかなと思います。

もう一つ，自分が食べたときにおいしかったから，じゃあ人にも勧めようかっていうそ
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この個人のベースでも，クチコミの話題で販路を拡大していくわけなんですね。やはりそ

うなってくると，徳島県産品はこの頃それこそ通販でも買えるし，多分それをターンテー

ブルさんも含めてそこを狙っているんだと思うんですけど，そこの話題づくりのためにそ

のクチコミしてくれる人を増やさないかんというのが一つあって，阿波ふうどっていう名

前が私は余り先行してないような気もするんです。だから一つは阿波ふうどっていう仕組

みが徳島県が作ってやってる仕組みとしてあるのならば，それをもう少し広げる。阿波ふ

うどって何って皆が聞きたくなるような，じゃあどんなものがあるんえ，そこで何扱っと

んえって，皆に興味を持ってもらえるような売り方を今されてないように思うんですね。

だから今お話を聞いているとマーケットインなので専門の方たちに専門の欲しいものを

届けている。だけど一般市民の皆さんたちは，行ったレストランでこれ阿波ふうどのほう

れん草ですとか，阿波ふうどから届いたなると金時ですとか，各レストランさんが売って

くれているのか，どういうふうなレストランのメニュー形成をされているのかっていうと

ころまでは非常に弱いのかなと思います。インターネット検索してもそんなにレストラン

が阿波ふうど使ってますっていうような，私が調べているところが偏っているのかもしれ

んけど，検索に出てこないような気もするので，やっぱり徳島県の地域商社っていう名前

を付けて，全て徳島県の物を販売していきますよっていうのであれば，阿波ふうどってい

う，商社名とともにブランディングしていってそれを広げていくために，今ポスターを

作ったりのぼりを作ったりして県外販売に行かれているとは思います。もう少しそのあた

りも，じゃあそれって何えって，じゃあ調べてみよかというきっかけになる窓口となるよ

うな取組も必要なんじゃないんかなと思うんですが，いかがですか。

新居農林水産部次長

委員御指摘のとおりですね，現状で阿波ふうどが，徳島県だけでなく全国に浸透しつつ

あるかって言われると，まだスピードが遅いような気がしております。これからそのため

にどういう展開をしていくかということなんですけれども，これまでどおりイベントでの

ぼりを使ったりポスターを使ったり，阿波ふうどのロゴを藍色で統一感を出してやってお

りまして，これは見た人には御好評を頂いておるわけでございます。

今後，例えば市場関係者向けにはどういうＰＲをしていくかというと，いろんな県産品

の出荷箱がございます。これ全農さんといろいろ協議しまして，今は，なっとくしま，と

いうマークがその出荷箱に使われているわけでございますけれども，これをできるだけ阿

波ふうどに統一していただきたいという交渉をずっとしてきました。全農さんも一応分か

りましたということで御了解いただきまして，徐々にですがそういう出荷箱のデザインの

統一化が図られております。

それから，先ほど委員のほうからやっぱりクチコミだというお話がございました。私た

ちも御指摘のとおりクチコミ，より強力なクチコミであるインフルエンサーマーケティン

グ，つまりその消費者にとってその影響力のある方にしっかり情報を伝えていくという取

組につきましては，ターンテーブルをオープンしましたので，首都圏中心にそれをしっか

りと取り組んでいきたいと考えておるわけでございます。

ですので，御指摘のとおり阿波ふうどが今現在しっかり浸透しておるかというとそこは，

まだまだ甘いなという認識は持っております。今後，いろいろ議会でも御意見いただきな
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がら，新たな方策について積極的に取り組んでいきたいと考えております。

岡田委員

それともう一つは阿波ふうどを，もう少し強力にブランディングしてよっていう話もさ

せてもらったのですが，ただね，とくしま特選ブランド品，それから徳島県でブランドと

名が付く物，はっきり言っていろんな紛らわしい名前もたくさんあって，その特選ブラン

ド品の中でも加工品も入っているし工芸品も入っていて，なぜか徳島と阿波っていう両方

のものが混在しているっていうのがあって，徳島を売りたいのか，阿波を売りたいのか，

私が聞いてても紛らわしいんです。

阿波おどりもはっきり言うて，この間，高円寺の若い女の子たちに聞いたときに，高円

寺が本場ですよみたいな話をされたんですけど，阿波おどりの阿波って分かってるって私

は話をさせてもらったんですけど，やっぱりそこの部分で徳島県は阿波と徳島って両方の

名前をミックスでセットにして売るのならば，セットで売れるようなやっぱりその戦略を

立てて，徳島イコール阿波よねって知っている人たちじゃない時代もやってきているとい

うところも見据えないといけません。当然徳島のもんやからそら阿波ふうどよねって思っ

てくれる人ばっかりじゃないっていうことも気にしながら，それを徳島イコール阿波って

いうところを，どう認識してもらえるようなブランドにしていくのかっていうのが一つの

課題なんかなってすごい最近思っているところです。

これ皆さんも迷っていることではないかと思うんですけども，ブランドって，どう売る

かっていう戦略の中にあって，同じようで紛らわしい，もう一つ言うと産地それぞれで，

なると金時にしても松茂美人といったそれぞれの産地でそれぞれの名前を付いてたりする

し，梨にしても梨の産地によって名前が付いてたりするので，じゃあ，それをひっくるめ

て，阿波ふうどとしてどのように売っていくのか，また徳島県産ブランドとしてどのよう

に売っていくのかっていうところはトータルで把握して，それを，いろんな名前があるけ

ど，それをじゃあこういうふうにブランディングしていきますよっていうことも合わせて

考えていっていただかないと，それぞれ先行しているブランドもあれば，それをどのよう

に県のＰＲに活用していくのかっていうような話も必要ではないかと思うので，そのあた

りも一回整理してもらって，トータルに活用していける方法っていうのを考えてもらって，

ターンテーブルにつなげていってもらうっていうことが，大事なんではないかなって思う

ので，混在してて紛らわしいっていうのが一番の弱点になっていると思うんで，そこの部

分はクリアにしてもらえたほうがいいんではないかと思うんですけど，御意見があればい

かかでしょうか。

新居農林水産部次長

委員御指摘のとおり，やはりブランドっていうのはできるだけ統一感をもってやってい

く，これが消費者にとって非常にいいということで，この阿波ふうどを考えたわけでござ

います。

余談になりますけれども，ターンテーブルを作るときに徳島県産品についていろいろ分

析もしてみました。なぜ，こんなに高品質な徳島県のもののブランディングがそれほどで

きていないのか，あんまり知られていないのかっていうのを分析して，いろいろ調査して
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感じたことは，徳島県はわりとＯＥＭ，要はそれを製品として売っている方に納入したこ

とが多かったんですね。例えば京都のハモだとか，長野の野沢菜，奈良県の奈良漬け，そ

れから藍染めなんかは，すくもは有名ですけれども，藍染めは全国に染め師さんが散ら

ばっているわけでございます。そういったところに，求めに応じて高品質なものを提供し

てきたわけなんですが，その原材料は，どこで作られたかっていうのがこれまでＰＲされ

てこなかった。そこにきちっと目を向けて生産者であるとか，生産者のこだわりとか，そ

ういう生産者のストーリーだとか，そういうことをきちっと説明することによって，あっ

そうだったの，京都のハモは徳島のハモが多かったのねとか，そういったことによって分

かっていただく，全く何もないところよりは，既にブランド化されているものの原材料が

徳島県のものだったよというのを，しっかり今後ＰＲしていくことによって，進んでいく

のかなというふうに考えております。ですので，委員御指摘のとおり，物事をそうやって

トータルで考えていかなきゃいけないと思っております。そこはターンテーブルを核にし

ながら，しっかり考えてまいります。

岩佐委員長

議事の都合により休憩します。（12時02分）

岩佐委員長

それでは休憩前に引き続き，委員会を再開いたします。（13時03分）

それでは質疑をどうぞ。

寺井委員

午前中に，高井委員，岡田委員から，とくしまブランド，そして阿波ふうどの話が出た

わけでございまして，ほとんど聞いていただいたんで，私があえて質問することもないと

も思うわけでございますけれども，ただ一つ心配なことがあるわけでございます。

今回，とくしまブランドにつきましては，岸本議員が本会議でも質問されたところでご

ざいまして，平成15年に全国にさきがけて農林水産物のブランド化ということで，もう15

年がたつわけでございます。ほんとに先ほどのお話を聞いておりますと，県としてもいろ

いろな戦略の中で徳島のいわゆる農産物を含めて，頑張っていただいているというふうに

も感じておるところでございます。

現実の世界として，私も東北のほうへもよく行くわけでございますけれども，食事をし

ておりますと，スダチが残念ながら４分の１か６分の１ぐらいの大きさで出てきますけれ

ども，スダチ等々も含めて名前といいますか，現物があるな，利用されてるなというふう

にも感じておりまして，ほんとに皆さん方の御努力に感謝をするところでございます。

今回，阿波ふうどという世界の中で，徳島県産品を徳島というものを含めての売上げと

いいますか，名前を広げていく，そして商品を売っていくという世界ができるわけでござ

いまして，ほんとにすばらしいとは思っておるとこでございます。ただ心配なのは生産現

場として，ほんとにこれから大丈夫なのかというのがあります。

今日，皆さん方を見ますと，阿波藍の藍染めの服を着てこられておりまして，実は私も

ネクタイを締めてきておりますけれども，今日，実は上板町の七条町長の町長選の出陣式
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がございまして，皆さん普通は必勝の鉢巻をするわけでございますけれども，阿波藍に染

まった鉢巻を皆さんしておりまして，おお，さすがにやっぱり上板町，これから藍を推進

していく町だと感心もしたわけでございます。今日は，理事者の皆さんもほとんどが藍染

めの服を着ておられまして，さすがに違うと感じたわけでございますけれども，藍につき

ましても徳島が一大産地だと言われておるわけでございまして，現実にそうなるんだろう

と思いますけれども，そのほかに北海道と青森県に産地があるというふうに聞いておりま

す。しかも青森県は１ヘクタール少々だったかと思うんですけれども，現実は，この間の

徳島新聞に藍のトレーサビリティの話が出ておりまして，ほんとに徳島県のすくもで作っ

た藍なのか，藍色なのかってよく分かんないっていうようなことが書かれておりましたけ

れども，正にその青森県では，藍を乾燥して粉にして，それに化学反応させて藍染めがで

きるような話もあると。既にもういろいろな商品を作っておるという話もありますので，

これも一つ大きな脅威だというふうにも感じております。すくもで作ったほんとにジャパ

ンブルーの色が，果たして見分けができるのかというような，そんな危機感も持っておる

ところでございます。これにも，これから対応していただいていかなければならないのか

と，そんなふうにも思うところでございます。

実は私が一番心配するのは，徳島の名産でありますなると金時が，名前ははせておるわ

けでございますけれども，５年前にタバコの廃作募集がありまして，全国で約5,000ヘク

タールのタバコの廃作が行われたわけでございます。特に関東では，それに代わるものと

してサツマイモが導入されております。特に茨城県におきましては，タバコを作る，例え

ばマルチシートをひく機械についてもよく似ていますので，簡単にサツマイモが作られる

ようになったということでございまして，そのときは，県が全て農家の要求どおりの作付

けをさせなかったという話も聞いておりますけれども，実はこの７月末に千葉県，それか

ら茨城県，栃木県へとタバコの視察に行ってまいりましたけれども，そのときに行方市と

いう街があるわけでございますけれども，そこはもう見渡す限りサツマイモの産地になっ

ておりまして，タバコの大産地であったわけでございますけれども，もう一目すればそこ

は100ヘクタールでございまして，行方農協の横を通ったわけでございますけれども，日

本農業賞を受賞という垂れ幕が垂れ下がっておりました。私のメンバーはタバコの世界の

人たちばっかりなんで，これどういうことなんだと聞いたら，いや寺井さん，ここはもう

芋の大産地になって，いわゆる日本農業賞もらったとこだと，こういうお話でございます。

ほんとに，その一番の原因は何なのかという話を聞いたら，三者が一緒になって加工所が

できたと，そして焼き芋が全国に売り出されておるというようなお話でございます。ほん

とに，そんな中でなると金時が果たして，地方創生の中で競争してる中で，ほんとに今の

地位を維持していけるのか，頑張り抜いて，この産地はちゃんとキープできるのかという

部分を非常に心配をいたしております。なると金時の現状が10年前から今までどうなって

るのかを，まずお聞きをしたいと思います。

新居農林水産部次長

寺井委員から，なると金時の作付け販売状況についての御質問を頂きました。まず，な

ると金時について簡単に御説明しますと，昭和61年ぐらいに全国にさきがけてウイルスフ

リー苗といいまして，ウイルスの付きにくい苗の普及が本県でも進みまして，それがもと
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でなると金時ブランド化が進みまして，バブル期に向けて徐々に単価が上がってきたとい

う状況でございます。バブル崩壊後も高い単価を維持し続けて，1993年には販売額が最高

を計上し，平成20年のリーマンショック以降，若干その一時的に影響を受けたわけでござ

いますけれども，平成27年の販売額につきましては77億円弱，平均単価で１キログラム辺

り332円ということで，バブル時期の96億円には及ばないまでも高価格を維持していると

いう状況でございます。実は，昭和61年からの推移を見てみましてもかなりその年によっ

て，出来不出来があり生産量もかなり幅が毎年波打つようになってまして，今申し上げた

とおり，例えば単価でいいますと，平成４年の381円がピーク，販売額でいうと1993年の

96億円がピーク，販売量でいいますと平成14年の２万9,000トンがピークになっておりま

して，それから見ると，若干少なくはなっておるんですけれども，ある程度の高水準で推

移しておるというところでございます。なお，栽培面積につきましては，余り減っていな

いという状況でございます。

寺井委員

いろいろな波があるようでございますけれども，栽培面積については減ってないという

ことで，非常に安心もしますがよその産地を見てみますと，行方市などは，年間を通じて

出荷ができるようにしている，それと加工品等々がちゃんとキープできて加工品は加工品

として取り組んでいっておるというようなことがあって，作った農家が非常に安心をして，

サツマイモを栽培しているところがあるわけでございます。実は，私，鳴門市大津に叔母

がいまして，そこ１町ぐらいのサツマイモを作っておるんですけれども，そこの家は，昔

は商売をやってた家でございますので，いわゆる商売っ気があって農業をやってる世界で，

上手に芋を売ってるわけです。その人の話を聞きますと，今，現実に鳴門市でサツマイモ

を里浦から大津も含めてたくさん作っておるわけですけれども，みんながみんなもうかっ

てないというお話も聞きます。そういう中でせっかく作ったものが，貯蔵も含めてさっき

も言いましたようにキュアリング等をやりながらよそはやってる中で，こっちは５月ぐら

いまでは出荷をしておるようでございますけれども，そんなのができてるのかと。もし，

できるならばですね，農家が本当にサツマイモの１本までが全部ちゃんと売れるようにで

きるものなのか，そういうことについてちょっとお聞きしたいと思います。

吉田アグリサイエンスゾーン上席推進幹

ただいま，寺井委員のほうからなると金時の周年供給体制が整っているのかという御質

問を頂戴いたしました。

なると金時につきましては，早掘りが，近年では７月ぐらいにさぐり掘りから始まりま

して，９月から10月にかけまして総掘りと言われる収穫をして，その後，貯蔵庫において

貯蔵した後に次年度の４月頃まで各産地に出荷してございます。その後５月，６月頃まで

につきましては，やはり遅く掘った産地の，例えば松茂町の産地でございますとか，徳島

市の川内町でございますとか，そういった地区が６月頃まで出荷いたしまして，新年度の

早掘りの７月とそれから貯蔵品で６月まで出荷するというふうなことで，周年供給体制が

整っていると考えてございます。
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寺井委員

今，お聞きしますと一部７月ぐらいまで出荷してるというお話であるわけでございます

けれども，１年間出荷するというのは，非常にほかの市場に向けてもインパクトのあるこ

とだろうと思うし，買う側にしてもやっぱり安定して物が入ってくるというのは，非常に

好まれるんじゃないかというふうにも感じるわけでございます。これにはというんではな

いんですけど，実は茨城県のほうでは，３者といいますか，民間それから県，それから耕

作者も含めて出資をして，加工品を作るようなことをやっておるわけでございますけれど

も，徳島にも有名になってるサツマイモの加工メーカーはあるんでしょうか。お聞きした

いと思います。

山本輸出・六次化推進室長

ただいま，寺井委員のほうからなると金時の加工についての御質問を頂きました。

御承知のようになると金時につきましては，食感とか味が非常にいいということで，以

前からお土産物屋さんとか，あるいは料理店への仕向けというのが盛んになってるかと思

います。なると金時については，特にスイーツとの相性が非常にいいということで，県内

は菓子メーカーなどと，これは直接的に６次産業化ということではないんですが，２次産

業とのマッチングということで，早くからスイートポテトなどへの仕向けが行われており

ます。

また生産者自ら作られたなると金時を，スイートポテトへの商品展開とか，あるいは裾

物とか規格外品をチップス状態にした新しい商品開発をされている若手農業者グループな

ども出てきております。ですから青果で出荷されるだけじゃなくて，そういう加工業者と

の連携，あるいは自ら商品開発に取り組んでおられる生産者の事例も見受けられるという

ところでございます。

寺井委員

そんなに大きな専門の人たちはいないということでしょうかね。だけど，いろいろとス

イーツを含めて，６次化を目指したような世界で頑張ってらっしゃるというのをお聞きし

たわけでございますけれども，実は私のタバコの世界でございますけど，茨城県の，今は

組合長を辞めてるんですけど，元組合長さんで，今干し芋だけで１億円水揚げしてる農家

もいるんですよ。サツマイモの干し芋，多分，なると金時じゃない品種ですけれども甘い。

そういうことも含めて，最後までほんとに１本までちゃんと売れる世界ってのは非常に大

事なことではないかと思いますし，もし，加工するような大きなメーカーでもあったら連

携をして，そういうふうに進めていってほしいと思うところでございます。

もう１点，サツマイモの件でございますけれども，御存じのとおり徳島のなると金時は，

海砂を使ってやると非常に赤く，そしてすばらしい，おいしいサツマイモができるという

話は昔からよく聞いておるわけでございますけれども，最近，大津の組合長さんから，寺

井さん，海砂が取れるようにはできないのかと，こういう話の中で，徳島ブランドとして

これからも徳島のなると金時を売るに当たって，それがほんとに理想の形であるならば，

地方創生の中で競争していかなければいけないときに，それがうまく利用できる方法とい

うのは対策を含めて何かあるんでしょうか。
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新居農林水産部次長

今，なると金時の手入れ砂の御質問を頂いたわけでございます。

皆さん，御承知のとおりでございますけれども，海砂については，昭和53年に県内の海

砂が採取禁止になって以降，県内では海砂は採れなくなったというところでございます。

ただ，なると金時は全国でも珍しい砂地で栽培されるサツマイモということで，非常に

ブランド化されておりまして，手入れ砂の重要性は，私ども十分認識しているわけでござ

います。海砂が採れなくなったから，どうするのかということで，吉野川の川砂を農林水

産総合技術支援センターでも分析いたしまして，一応，これまで使ってきた海砂と，組成

成分だとか粒径，若干やっぱり川砂のほうが大きいんですが，大きさが似ているというこ

とで，国土交通省のほうにも働き掛けて吉野川の川砂が使えるようにしました。これまで

は用途規制が川砂にかかっておりまして，それをお願いしてなると金時，大根，ラッキョ

ウ，これのみに使わせていただくことにしておりましたけれども，今年度からは，そうい

う用途規制も国土交通省のほうが外していただきまして自由に使えるようになったという

ところでございます。ただ，そうは申しましても，農家さんからは，そういう措置はして

くれてるけれども，やはり海砂が使いたいという声がたくさんあるのも，私ども十分承知

しておるところでございます。これを抜本的にじゃあどうしていくのかと，これは県土整

備部も絡むことなので，一概には申し上げられないわけでございますけれども，例えば昨

年度，吉野川の一番下流に高速道路の橋が架かろうとしてますけれども，あそこの橋桁の

砂を，本来は砂は陸上げしたらいけないんですけれども，工事の都合であれは陸上げして

処分できるというお話も聞きました。それを使えないかということで，いろいろ検討もさ

せていただき，ＮＥＸＣＯさんも使っていいよということで提供していただけることには

なったんですが，最終的にはやはりコストの面でなかなか合わないということでございま

す。私どもも海砂を諦めるわけじゃなくて，ああいうスポットな話があれば農家さんに提

供できるように，今後もしっかりと情報収集をしながら取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

寺井委員

海砂につきましては，ミネラルが非常に豊富だということで，サツマイモだけでなくて，

例えば坂出の金時ニンジンとかいろいろな方法でそれを利用したものが栽培されておるよ

うでございます。

特に，これからは本当に地方創生の中でそれぞれ各県が競争していくことになります。

先ほども言いましたように阿波ふうども含めてですね，日本全土に戦略を練って徳島県産

品のブランドを，大いに利用されるように世界を作っていかなければいけないと思います。

やっぱり海砂もなかなか厳しいというお話はありますけれども，それは本当にいいとい

うことで，鳴門の海のほうでも，ある人に言うと，ワカメが生えてきてるのをみんな魚が

寄ってきて食べる，そこにはいっぱい砂があるんだと。こういうようなお話も聞くわけで

すし，これからは機会を捉えるごとに，しつこく海砂を利用できるような方法を頑張って

いただければと思っておるところでございます。

厳しい時代の中で徳島ブランドが更に輝くように，そして，他の産地のブランド品が徳
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島ブランドに追従しないぐらいのすばらしいものを作っていただきたいし，そういう展開

ができるならば，非常に有り難いというふうに思っておるところでございます。

一つ，そういうことも含めて今後とも御協力を頂き，農家の皆さん方が，本当に芋，例

えばサツマイモを作って，しっかりと農業経営ができていく世界を作り上げていただきた

いと思います。

長池委員

午前中の議論の中で，地籍調査の件が出ましたので，私も以前から気になっておること

を質問したいと思います。確認なんですが，今，高井委員の答弁の中で，県では35％ほど

の進捗状況とありますが，これは具体的に何が35％なのか，境界を決めないかん箇所が全

体の35％なのか，面積とか境界線の距離なのか，その辺り何が35％進んでおるのかを教え

てください。

國安農山漁村振興課長

今，委員から，地籍調査の進捗率に対する数値の根拠の御質問がありました。

全国においても定めていますが，徳島県も要調査面積というのを定めております。その

要調査面積につきましては，県の面積から国有林とか天然の湖沼等を引いた面積が要調査

面積となっております。徳島県におきましては，その面積が3,830平方キロメートルござ

います。このうち平成28年度末の調査済み面積が1,371平方キロメートルであり，その割

合が35.8％いうことになっております。

長池委員

3,830平方キロメートルってすごい面積なんだろうなぐらいしか分かりませんが，県の

全体の要調査面積というのがあるということでございます。それに対して本年度，約10億

円の予算を県が付けておると。これ全部県なのか，そもそも県の事業なのか，どこがやっ

ているのか，多分，市町村が主体的だと思うんですが，それに対してどのくらいの割合で

県が負担しよんかとかいうのを教えていただきたいです。

國安農山漁村振興課長

今の地籍調査の負担割合等の御質問を頂きました。

地籍調査の事業費に対する補助率につきましては，国が50％の補助，県が25％の補助を

出しまして，残り25％は市町村の負担となっており，事業主体は市町村でございます。

長池委員

分かりました。なかなか35.8％を進めていくには，やはりお金もかかる，国も出し，県

も出し，市も出しということで，進んでいかない理由も午前中，そういうお話もありまし

たが，それではいかんということで県も予算を増額しており，もう一回ちょっと確認した

いんですが，そもそも地籍調査自体，何のために必要なのか，国も県も市もお金これだけ

出して，地籍調査をしていく理由といいますか，逆に35％しかできてなくても，そんなに

世の中，困っておるのかどうか。困っておるからしているのか，困ってないけどもしてい
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るのか分からんのですが，そのあたりを，理由を教えていただきたいです。

國安農山漁村振興課長

午前中の，高井委員の御質問の回答と重なるところがございますが，地籍調査というの

は，一筆ごとの土地の所有者，地番，地目を調査しまして，境界の位置と面積を測量する

調査でございます。それで地方公共団体が行います公共事業の計画の策定とか，用地買収

の円滑化，さらに，大規模な災害が発生した場合の災害復旧の早期着工とか効率化等に役

立つということで，その基礎となる資料作成のために，この事業を実施しているところで

ございます。

長池委員

確かにきちんと決まってないと売買できませんし，特に国や県や市道を作ったりすると

きに境界をきちんと決めないかんというのは，素人の私でも分かります。そういうときに

確定させて売買していくんだと思います。

さらには，おっしゃっていただいたように，災害時，津波とかで流されたときに復旧す

るときに，やはりそういうのがきちんと決まっておらないと，どっからどこまでが誰それ

の土地とか，県の土地，国の土地というふうなのも明確にしておいたほうが復旧速度も，

早いんだろうなあというのは，もちろんイメージできまして重要なことだと思います。

そこで，現場の混乱を聞くことがありまして，基になる部分で，公図という公の地図な

んですが，公図に赤線や青線，水路や里道が引かれておって法定外公共物っていうんです

か難しい言葉で，管理はしてないけどもそういうのがあると。それが今は実際もう家が前

から建ってるとか，そんな道そもそも大昔，死んだじいさんの頃あったような話があるよ

うなもんで，知らん間にどっか取り込まれとったりとか，上に何か建ってしまっていたり

とか，水路の場合は実際，家を建てるときに，この水路をよけて作ったんで下にはもう水

路は走ってませんよ，みたいな場所が結構あって，そういうときに地籍調査をこれから進

めていく上でそういうのをどうするのかということであります。

聞くところによると，その赤線・青線は昔は国の所有だったみたいなんですが，今は市

町村になっとんですかね。そのまま残そうとする，残すったって地図上で残すんじゃなく

て，地籍調査の結果に残そうとするんで赤線・青線も，幅も決まっているらしいです。私，

よく知らんのですが，これ以上のものですよってね。だから現況に全く合ってないような

場合に公図の変更とか，そういうのは県とかは，どういうふうに取り扱うのか。この地籍

調査の実施に当たって，この赤線・青線の取扱いっていうのは，どうお考えなのかをお聞

かせ願いたいと思います。

國安農山漁村振興課長

今，地籍調査における赤線・青線の取扱いについての質問を頂きました。地籍調査の作

業の中で，境界を挟んだ土地所有者に双方の合意の上で，土地の境界を確認してもらうと

いう作業がございます。これは土地所有者など関係者に現地で登記所にある公図等を元に

した資料を作成しまして，自分の土地の範囲を確認してもらうという作業でございます。

今，御質問のありました赤線・青線につきまして現在は市町村が所有しておりますが，
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調査におきましては，赤線・青線の境界を決める場合は，市町村の方が立会をされます。

それでその立会に当たり市町村が自分の所有権の根拠となる図面等を持ってきまして，そ

れで隣接する土地の所有者の方とお話をしながら境界を確定していく作業が行われている

と考えております。

長池委員

今，問題はですね，公図を基にっていうのが先に来るんです。見に行って現場を基に

じゃなくて，あくまでも公図が基本になってるんです。ただ，公図っていうものが，また

昔の話でございましてね，そんなに技術精度が高いと思えないような時代のものであった

り，実際はそこの部分で地域でもそういう水路とかの管理をしておる人たちが，これは使

わんからええわっということで，地域で埋めてしもて駐車場にしとったり，いろいろと事

情がある中で，公図を優先させようとするとその地域だったり，また，その立会の際にも

めるんですね。私は，そもそも地籍調査を何でするのかということは，売買であったり，

更にもっと目標としてはその災害時であったり，そういうときのしっかりとした資料を後

世に残すための現地での調査でありましてね，あくまでも古い地図の調査ではないんです。

古い地図の線を鉛筆で引いとんをボールペンに直すやいう，ほういう作業違うんです。そ

のものを現状がどうなっているかを調査して，それに合うような方向性，それは法的な根

拠もいると思いますし，例えば無断で占有しておったところに対しては，法的処置を執る

必要もあるんでしょうが，少なくともこれ後々それをもとに世の中が回っていくわけです

から，現状をしっかりと取り入れた，そういう方向にいかないと土地の売買やらをしてい

く上で，例えば，ずっと子供の頃から生まれ育った家の下に実は線が入っておって，これ

売ってあれしょうと思っても実際は売れんわとかね。そういうことになってきとるみたい

です。しかも，その災害といいますと，津波で家が流された，若しくは，崖崩れで家が倒

壊したと。じゃあ更地に直しますと，そこにまた家建てますといって建てようとしたら，

ここに真ん中に青線が入っとって，実はここの土地は家を建てれませんやいう状態になる

んですね。

ですんで，そこを丁寧にやるための予算なら私は付けるべきだと思うんですが，そうい

う方向性でいってほしいと思うんですが，県としてはやっぱり，公図が基本で公図は動か

したらいかんという立場なんでしょうか。どうなんでしょうか。

國安農山漁村振興課長

今，地籍調査におけます赤線・青線の取扱い，特に公図にあって現地にない場合はどう

いうふうに対応しているのかという質問を頂きました。

赤線・青線は市町村が所有します法定外の公共物と言われております。これにつきまし

ては，用途廃止をしまして払い下げ，若しくは，付け替え等の手続が可能と考えておりま

す。それで地籍調査におきまして，例えば委員のほうから言われました公図にあって現地

にないとか，若しくは，建物が建っているとかいう場合はどういうふうにするのかにつき

ましては，Ｑ＆Ａというのが出ておりまして，それを見ますと「公図に表示してあり現地

にその形跡の存在しない場合においては，仮に里道，水路が機能上その効用を果たしてい

ない状態であったとしても関係機関の里道，水路としての用途廃止の手続がなされていな
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い以上は，地籍調査上の事務処理としましては，いまだ当該地に里道，水路が存在するも

のとして扱う」というふうに書いておりまして，やはり公図を優先していくと。地籍調査

の事業の中では公図を優先して作業を進めるというふうになっておりますので，これで進

めているところでございます。

それで，どうしても，赤線・青線の所有者と隣接する土地の所有者の境界が合意しない

場合につきましては，そのエリアについては筆界未定地ということで地籍測量上は処理を

するようになると考えております。

長池委員

場所によったら，空中を飛んどるようなもんもあるそうですわ。これどうみても公図上，

現状を見るとこのあたり走っとうぞみたいな場所があるようです。昔とそのエリアの形状

が変わっとんでしょうね。いざ，地籍調査で現地に行って空中走っていても残すという答

弁でした。だから現場は混乱するわけですよね。私も一般質問の中で規制改革についてち

ょっと御質問をさせてもらいました。一般質問のときは，保健所の品目とかで言いました

けども，規制改革っていうのは，全てにおいて今の時代にあった規制でないと余り幸福な

結果を生まないですね。ですので，国が決めていることであれば，是非，国に提言してほ

しい。現場はこんだけ混乱しとんじゃっていうことを提言してほしいんです。そんなない

道や水路を残さなあかんような話を，皆さん子や孫に残すんですか，年間何十億円も税金

使ってそんな負の遺産を作るんですか。実際これ負の遺産です。土地持っている人やって

そう思います。子や孫に金は残せんけど，土地だけはって言うて残そうと思ったら，自分

の家の境界がはっきりしていないんです。筆界未定やありもせん道や水路があるってこと

で，そんなもんを残すんですかということです。皆さんはどうか分かりませんけど，結構

そういうことで苦しんでいる人が現場でいるんですね。それは，今，私の説明で想像つく

でしょ。想像つきませんか，こんな人ほんまにおるんかって思いますか。やっぱりそうい

うことを県でできることを市町村の事業主体でできること，また，それでもできんかった

ら国へ提言するぐらいでないと，値打ちのないお金をどんどん使っていることになります。

そういう税金の使い方ですから，今，マイナスのお金の使い方してますよと，私が指摘し

よんですけどもそれに対してどんなんですかね，前のほうの人どないに思います。担当部

局これ以上答えようがないと思うわ。提言してくれるで。

川合農林水産基盤整備局長

ただいま，長池委員のほうから国土調査の進め方，それから現状を踏まえた在り方と

いったようなことについて御質問を頂戴しました。

担当課長のほうからお答えしましたように，この事業につきましては，先ほどのような

ケースがある場合には，取扱いについては国の指針といいますか，Ｑ＆Ａといいますか，

これが指針とされておるわけでございますので，まずはそれを踏まえつつということにな

ろうかと思います。ただ，御指摘いただきましたように現場っていうのはやはりいろんな

状況があるかと思います。従いまして，法定外公共物に関しては現在，市町村の管理とい

うことになってるわけでございますけれども，その法定外公共物が現状，今どういう状態

になっているか，それがあることが，その機能として確保することが必要なのか。それか
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ら，現在も機能そのものがないということで用途廃止ということもあろうかと思いますの

で，この辺もしっかりと踏まえながら現場の個々のケースには対応することも必要であろ

うかと思います。また，そういったことも全体として踏まえて，住民とのやり取りなどに

おいて，機会があるごとに現場の事情も伝えて，効率よく事業を進めていけるように県と

しましても努力をしてまいりたいと考えております。

長池委員

これ，もともと国のものだったものを平成17年に，地方分権という言葉がはやったとい

いますか，その一つで法定外公共物は，もう各地方自治体におまかせしますよというやつ

だったように思います。間違ってたら指摘してもらっていいんですが。だから，勝手にし

ていいはずなんですよ。地方分権ですから自分やで。ほなけんど，そこに国がＱ＆Ａか何

か知らんけど公図は残しなさいみたいなんをいうのがおかしいんであって，この一文を取

り下げてくれっていうことぐらい提言してください。県のほうからこっちでやるわいって。

ほなけど，公図残せっていう経緯が私もまだ理解できませんので，このことはもう少し議

論を深めないかんのかなあと思います。私も高井委員の言っているのを聞いて思い出した

浅知恵でございますんで，これ以上強くは言いませんし，偉そうなことは言いませんが，

実際少なくとも現場では混乱してます。負の遺産を作ろうというふうになってしまってお

るということだけは強く言いたいと思いますので，是非，そのあたりを今後も引き続き協

議していきたい，また，皆さんからお知恵をお借りしたいなと思います。

あと１個だけ。外部団体の基金等の設置状況についてというのがありまして，私も余り

今まで外部団体のことよう知らんかったんで，ようけあるんやなというか，これだけなん

かと，どっちもどっちなんですが見ました。農林水産部に関係するのは15番からとお聞き

しましたが，これ多分，県民も余り知らんのんだろうなと思います。私もよう知らんかっ

たぐらいですから，県民も知らん中でこういう一覧表が出たときに県民が何を思うかです

ね。ようけお金がいっきょんなとまず思うと思います，それは中身が返ってくるお金もあ

るし，そんなに全部無駄遣いとは言わんのやけど，県民目線でいうと，あ，ようけお金

いっきょんやな，ようけ基金あるんやなと思うと私は思ってます。それも事前に国の制度

に基づいてということなんで，私は別にお金の金額の大小とか，そういうものはここでは

言いませんが，一つ県民目線で確認しておきたいのが，県民てこんなんを見ると，また天

下り先とか何かそんなふうに感じるんですね。端的に聞きます。天下り，いわゆる県民，

市民の天下りの言葉の定義としては，県のＯＢとかが再就職先として席が決まっておって，

しかも，２年や３年で退職して退職金をようけもらうみたいなのが天下りというイメージ

なんですが，特にこの中にはそういうのは入ってませんよね。どうでしょうか。いや，な

いってすぐ言うてくれたらいいんやけど。

岩佐委員長

小休します。（13時49分）

岩佐委員長

再開します。（13時50分）
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小笠農林水産部長

ただいま，先ほどの外部団体に県のＯＢが就職してないかというふうな御質問を頂きま

した。所管が我々でないところもありますので，調べさせていただいたんですけども，19

番で，畜産協会のほうに獣医師の資格を持つ職員が雇われていっているというケースはご

ざいます。それと御質問の中で，いわゆる天下りの定義ということでおっしゃったんです

けども，退職金についてはそれぞれ退職後，就職したところからはもらっていないという

ことになってございます。そういった意味から言えば定義からは外れますけれどもＯＢが

いってないかという御質問については，そういうことになろうかと思います。

長池委員

いや，そういう獣医師の方が行っているというんは私は別に天下りと思ってませんし，

要は世間一般の人が，こういうんが出てきたときそうちゃうかと言うんに対して，私はほ

んなんないよと言いたいだけでございます。この農林水産部の関連のところに別にポスト

があって１，２年おったら何千万円も退職金をもろうてっていうふうな天下りは，そんな

んないですよと，どちらかというとそういった獣医師の方がＯＢになっても知識と経験を

生かしてという形での再就職はあるけどと。そういう説明を県民にしたいために聞いたん

であって，皆さんをいじめようとか，そんなわけではないんですが，そういう視線がある

ということも踏まえて襟元は正さないかん，李下に冠を何とかと言いますけれども，そう

いう意味であえて質問させてもらって，ないということでありましたんで，良かったなと

思います。

岩佐委員長

お疲れのところ，委員長が質問するのもどうかなといつも思うのですけども，今ちょう

どタイムリーといいますか，基金の話が出てきた上で長池委員の話もあって，肉用牛の安

定化対策特別事業の関係から，畜産の振興について質問をしたいと思います。

それこそ，昨日ぐらいの農業新聞でちょうどあったんですが，肉用牛安定特別対策事業，

通称牛マルキンって言われるものなんですけども，これが先ほどの話で昨年度，9,300万

円の補助というか交付金があったという話だったんですけども，これが今年度も発動され

るんじゃないかという新聞記事がありました。要は粗収入に対して経費がかかり過ぎて自

分のもうけがなくなった場合にその差額分の，今のところは８割みたいですけども，それ

を補塡してくれるっていう制度ではあるんですけども，実際，今後の見通しとして牛マル

キンというのが発動されるのかどうか，まずお願いします。

粟田畜産振興課長

ただいま，委員長のほうから今後，牛マルキンが発動されるかどうかということで御質

問を頂きました。現在の牛マルキンの状況でございますが，今年の７月，肉用牛経営安定

対策特別事業，こちらにおきまして試算が行われております。それによりますと肉用牛の

場合，１頭あたりの粗収益が123万8,000円。これに対しまして，生産コストのうち大半を

占める素畜，つまり子牛でございますが，子牛の価格が全国平均で68万9,000円というふ
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うなことで大半を占める状況になっております。どの畜種でもそうでございますが，生産

コストが高くなりましたら収益率が下がりまして農家におきましては，これは非常に重要

な課題となってまいります。この子牛の価格につきましては，依然，高止まり状況が続い

ておりますので，今後の見通しにつきましてはなかなかしっかりとしたことは言えないと

ころではございますが，牛マルキンの発動の可能性もまた，十分にあるというふうに考え

ている次第でございます。

岩佐委員長

今，言っていただいた１頭あたり半分ぐらいの経費として素畜，子牛の値段が上がって

高止まりになっているっていう話なんですけども，実際私の知り合い，同年代ぐらいの肥

育農家さんがいて，本当に10年もうちょっと前かな，ずっと子牛の値段が上がってきてい

て，そこが経営に大きな影響を与えているという話を聞いておりました。こんな話もあっ

たし今回，基金の話で牛マルキンの話が出てきて，その友達にも連絡取って入っとるでと

話をしたら２件とも加入をしていただいていました。実際に経営をしていく上で，あてで

はないんですが，何かあったときに頼りになるっていうふうな話でもあるので，この牛マ

ルキンであったり，子牛の値段が今高いんで子牛の補助っていうのがないっていうのは当

然な話なんですけども，そのいざというときのために，経営安定化のために牛肉だったら

４分の１ですかね，県が10分の１っていうことだったんで，それだけ自分でも拠出をしな

がらの備えであるという認識なので，この安定化対策事業っていうのは本当に農家とした

ら有り難い事業なんだなと思ってます。その中で今も話にあった，子牛の値段が上がって

きているっていうのが，本当に現場の農家の意見としてもそれが課題だと聞いているわけ

なんですけども，その中から子牛の値段を下げるっていうことが，なかなかできないって

いうところで，その友人のところも１件はそうだったと思うんですけども，今までは子牛

を買ってきて育てて出荷をするというのに加えて，自分のところでも繁殖を始めようって

いうような考えもあるようなんですけども，その辺，県として今後の畜産，肉用牛に関し

ての経営の方向性っていうのを考えていらっしゃいますでしょうか。

粟田畜産振興課長

ただいま，委員長のほうから今後の肉用牛の肥育に係る今後の展開につきまして，県の

考え方について御質問を頂きました。特に肉用牛につきましては，できるだけ生産コスト

を下げて収益率を上げるのが非常に重要なところで，特に中小規模の畜産農家につきまし

ては強く求められているところでございます。

これにつきまして，いろんな手法がございますが，そのうちの一つといたしまして，も

ともと子牛が高く，その子牛そのものを繁殖させて肥育につなげる，いわゆる，繁殖肥育

一貫経営も県としては推奨しているところでございます。ただ，この繁殖肥育一貫経営に

つきましては，繁殖の部分でなかなか技術も必要になってまいります。例えば，受精卵移

植でございましたりとか，妊娠鑑定でございましたりとか，こういったところにつきまし

て専門的な知識と経験が必要になる場合がございます。こういったところにつきましては，

現在，家畜保健衛生所の獣医師職員が中心となりまして，農場のニーズに応じましてそう

いった技術支援の対応をしているところでございます。今後とも，そういったニーズに応
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じまして，農家の収益率アップのために，きめ細かく対応してまいりたいと考えておると

ころでございます。

岩佐委員長

県としても繁殖プラス肥育ということを推奨するという方向性ではあるんですけども，

今の話の中でも，繁殖を行うときにやはり農家さんとしたら，発情の兆候をつかんだりと

か，出産の時期とかでも，今までの肥育のみっていうのに加えての労力というか，気を使

わなければいけないことっていうのも増えてくるように思います。その中で，獣医師さん

の役割っていうのも重要になってくるんですけども，さきの代表質問の中でもありました，

獣医師不足というところもあるんですけれども，現状，例えば，肥育プラス繁殖っていう

のを進めていく上で獣医師不足っていうのは今，問題はないんでしょうか。

粟田畜産振興課長

ただいま，委員長のほうから今後の畜産振興に係りまして，獣医師の確保についてどの

ように考えているかという御質問を頂いたところでございます。現在，家畜保健衛生所に

は32名の獣医師職員が在籍しております。この獣医師の方々につきましては，事務の効率

化，事業の円滑化を図りまして，現時点におきましては，県内の各農場におきましてサー

ビスの低下を招くことなく，支障のないように対応しているところではございます。ただ，

今後，こういった受精卵移植でございましたりとか，その他の家畜診療といった業務もま

た増えてくるかと思います。そういった将来の新たな業務に備えまして今後とも獣医師職

員を確保していくということは，非常に重要であるというふうに認識しているところでご

ざいまして，私どもといたしましては，これまでもその採用につきまして，年内に複数回

の選考採用を行ったりとか，またあるいは，獣医学科のあります大学にリクルート活動を

行ったりとか，あるいは初任給調整手当の対応を全国トップレベルに引き上げたりとか，

こういった形で獣医師確保に努めてるところでございます。今後とも県内の畜産農家に対

しますサービスが低下しないように，私どもとしてもしっかりと取り組んでまいりたいと

このように考えているところでございます。

岩佐委員長

獣医師不足，今後に備えて公務員獣医師の拡充というようなことであります。今の流れ

としては，どうしても小動物のほうに流れてしまう傾向があると思うんですけども，しっ

かりといろんなリクルート活動等をしていただいて，大動物である公務員獣医師の確保と

いうのは同時に進めていただきたいというふうに思うわけであります。

それとですね，その経費の中で子牛の値段がほとんど半分以上占めているということな

んですけども，子牛を買ってきてそこから肥育をしていく。出荷するまで当然，飼料が必

要にはなってくるんですけども，その今経費において全体においての飼料代，エサ代って

いうのはどれぐらいの割合を占めていますか。

粟田畜産振興課長

ただいま，委員長のほうから飼料代に係ります御質問を頂きました。これにつきまして
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７月に試算されました牛マルキン事業におきまして，肉用牛１頭あたりの生産コストは

114万2,721円でございますが，それに対しまして，全国平均で飼料費は28万3,000円，約

30万円というふうな費用がかかっておりまして，これもやはり経営を圧迫する一つの要因

になっているというふうに考えているところでございます。

こういった問題につきまして，県といたしましては，飼料の自給率を上げていくという

ふうなことが重要ではないかと考えておりまして，今後とも耕畜連携で，できるだけ飼料

自給率を上げていくということに取り組んでいきたいと考えておるところでございます。

岩佐委員長

耕畜連携ということで，その飼料代が今30万円ぐらいかかっているということで，これ

も以前，寺井委員が話をされていた飼料用米を入れるというようなことで，例えば，飼料

用米を入れるとコストっていうのは下がっていくものなんでしょうか。やっぱり，逆にこ

う上がるものなのか，その辺をお願いします。

粟田畜産振興課長

ただいま，飼料の配合率につきまして御質問を頂きました。端的に申しますと，飼料用

米をたくさん投入するということは，実はなかなかできないところがございます。と申し

ますのも，それによりまして栄養の組成も変わってまいりますし，また食べやすさや，食

べにくさ，こういったものも出てまいりますので，その部分につきましては，各畜種にお

きまして食べやすく給与しやすいような配合割合で飼料用米，あるいはＷＣＳを使ってい

くというふうなところが肝要ではないかと考えているところでございます。

岩佐委員長

農家側としても飼料用米っていうのが作業の平準化ではないのですけども，通常のコシ

ヒカリ，食用米であれば作業が１日，２日に偏ってしまうんですが，それがＷＣＳであっ

たり飼料用米っていうことで耕畜農家にとってもメリットはあるかと思うんで，それと連

携しながら全体のコストが下がるような取組をお願いしたいと思います。

その友達に話を聞いてて牛マルキンについては，本当に有り難いんだっていう話もあっ

たんですが，それ以外に畜産農家の意見として国の制度ですかね，畜産クラスターとかい

ろんな補助があるんでないでってことを聞いたら，それも50頭以上ぐらいのある程度大規

模な畜産農家じゃないと対象じゃないっていう話なんですけども，そこらは実際，それは

正しいんでしょうか。

粟田畜産振興課長

ただいま，畜産クラスターにつきまして御質問を頂いたところでございます。畜産クラ

スターにつきましては，単に畜産農家だけではなく飼料メーカーでございますとか，ある

いは，薬のメーカーでございますとか，いろんな業種の方々が一緒になって，地域におき

ましてその畜産を振興していこうということで国のほうで，大体毎年，補正予算で対応し

ていただいてるところでございます。何頭でなければいけないというふうなものは，ある

わけではございませんが，どうしてもそういった複合体で進めていくということを考えま
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して，ある程度の規模は必要になってくるというふうに考えておるところでございます。

岩佐委員長

畜産農家の規模であったり，当然それは，地域性も出てくる話だと思うんですけども，

私の知っているのが肥育農家さんで，知り合いも始めて20年ぐらいになるんですけども，

今までも病気が出たりとか，いろんな風評被害とかあったりしたんですけど，なかなか経

営自体が年によっては違うんでしょうけど，かなりしんどいようなところもあります。な

かなかやめられないというんですかね。子牛を買ってきても何年か何百日か飼育していっ

て，それで売上げを上げるわけっていうこともあるので，親友の知り合いは後継者なんで

すけども，なかなか自分の子供には継がせられんよっていう意見も聞きます。

その中でも県としても畜産の出荷頭数っていうのも目標には掲げて，今その目標は阿波

牛に関しては達成しているのかなと思うんですけども，今後これからまた，出荷頭数とか

目標を掲げていくに当たって，先を見た畜産の振興というのもしっかりと力を入れていた

だいて，そういう使いやすいっていうんですか，大規模農家っていうのは，何とか回って

いっているとは思うんですけども，中小規模の農家も多いという話だったので，そういう

ところにも使いやすいような，国の補助等においても，中小規模農家をしっかり守ってい

くようなことに対してまた，提言なり県としてもできる県単のものっていうのを考えて

いっていただけたらと要望して終わります。

岩佐委員長

ほかにございませんか。

（「なし」という者あり）

それでは，これをもって質疑を終わります。

これより採決に入ります。

お諮りいたします。

ただいま審査いたしました農林水産部関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきもの

と決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

御異議なしと認めます。

よって農林水産部関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

【議案の審査結果】

原案のとおり可決すべきもの（簡易採決）

議案第１号，議案第11号，議案第12号，議案第13号

以上で，農林水産部関係の審査を終わります。

これをもって，本日の経済委員会を閉会いたします。（14時12分）


